
 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 ５０２ 

登 録 日 平成３１年４月１日 

名 称 株式会社盛岡電工 

代表者職名・氏名 代表取締役社長 福元 司  

所 在 地 〒８９５―０００５ 

薩摩川内市永利町３０２０－１ 

電 話 ０９９６－２３－２３８５ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ http://morioka-denkou.co.jp/ 

業 種 建設業 

業 務 概 要 ＮＴＴ通信インフラの建設・設計・保守工事 

行 動 計 画 期 間 ２０１７年１月１日 ～ ２０１９年１２月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標 1）育児休業者の職場復帰支援のために復帰前後の面談及び研修制度を 

実施すると共に仕事と子育ての両立ができるように配慮した勤務制 

度を検討し充実させます。 

〈対策〉 

・2017 年１月～ 育児休業中または終了後の職業能力の維持，向上のための 

就業規則の変更 

・2017 年１月～ 育児休業終了後の仕事と子育ての両立ができるように配慮 

した就業規則の変更 

・2017 年２月～ 制度の導入及び周知 

 

目標２）若年者層（新規学卒者を含む）に対してインターンシップ制度やト 

ライアル雇用などを通じて雇い入れを行い，雇用の定着を図るため 

に能力開発・向上のための研修制度を実施します。 

〈対策〉 

・2017 年１月～ 若年者に対するインターンシップ制度やトライアル雇用に 

ついての制度の詳細に関する検討を開始する 

・2017 年１月～ 制度利用による若年者層の雇い入れ並びに若年者層の定着 

を図るため，能力向上のための研修を実施する 

 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■基本的に有給休暇の取得について、時季変更権との兼ね合いで、前もっての 

申請を義務づける企業が多いですが、弊社の場合、育児や介護で、突発的な休 

みが発生する場合など、個々の家庭の事情により運用が困難だったことから、 

事後取得についても、理由を添付した有給申請を認める方式に改めました。 

（なお、理由の記入により、従業員が介護や育児の関係で、突発的に休まざる 

を得ない場合が多くあることも分かりました。） 

 

 


